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　上記の割合以下かつ幅員（ｍ）×下記数値の厳しいもの。　　[Ex．　4．0×0．4＝160％］  道路が２本以上ある場合、最大幅員を採用

　　※街区の角にある敷地で前面道路の幅員がそれぞれ６ｍ以上、その和が１５ｍ以上あり、かつその道路によって
　　　 形成される角度が内角１２０°以下で敷地境界線の総延長の１／３以上がそれらの道路に接するもの。
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　規制内容

○浄化槽 処理対象人員算定

専用住宅 延べ面積 130㎡以下 ５人槽 路地状部分の長さ 路地状部分の幅 下記の用途に供する建築物

延べ面積 130㎡以上 ７人槽 15ｍ未満 2．0ｍ以上 4．0ｍ以上

台所及び浴室が２ヶ所以上の世帯、大家族住宅 15ｍ以上25ｍ未満 2．5ｍ以上 4．5ｍ以上

１０人槽 25ｍ以上 3．0ｍ以上 5．0ｍ以上

※単独処理浄化槽、合併処理浄化槽とも同様

※合併処理浄化槽の人槽緩和については廃止

○路地状部分の敷地と道路との関係

述べ面積（二以上の建物ならその合計）が200㎡を超える場合

公会堂、集会所、共同住宅、寄宿舎、病院、診療所、倉庫など

○道路

１号（§42条1項1号）道路　＝　道路法による４ｍ以上の認定道路

２号（§42条1項2号）道路　＝　開発許可による道路（認定されていない）

位置指定道路（§42条1項5号）　＝　位置指定を受けた４ｍ以上の私道

みなし道路（§42条2項）　＝　1．8ｍ以上4．0ｍ未満の道路


